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（１）保管基準（規第８条、規第８条の13）

　廃棄物が運搬されるまでの間、次の基準に従い、生活環境保全上支障の
ないように廃棄物を保管しなければなりません。
○保管場所の周囲に囲いが設けられていること。
　�保管する産業廃棄物の荷重が囲いに直接かかる場合には、その荷重に対
して構造耐力上安全であること。
○�産業廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が、見やすいとこ
ろに設けられていること（右図参照）。
・産業廃棄物の保管の場所である旨の表示
・�保管する産業廃棄物の種類（当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水
銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その
旨を含む。）
・保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
・屋外で容器を用いずに保管する場合は、最大積み上げ高さ
・掲示板の大きさは、縦60㎝×横60㎝以上
○�保管場所から産業廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭が生じないよう
な措置を講ずること。
・�産業廃棄物の保管に伴って汚水が生ずるおそれがある場合は、公共の水域及び地下水の汚染防止のために
必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、それらの設備の底面を不浸透性の材料で覆うこと。
・産業廃棄物を容器に入れずに屋外で保管する場合は、高さの制限（P10）を超えないようにすること。
・保管場所には、ねずみが生息したり、蚊、はえその他の害虫が発生したりしないようにすること。
○�石綿含有産業廃棄物にあっては、その他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措
置を講ずること。また、覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散の防止のために必
要な措置を講ずること。
○�水銀使用製品産業廃棄物にあっては、その他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要
な措置を講ずること。

　特別管理産業廃棄物の場合は、さらに次の措置を講ずることが定められています。
○�他の物と混合しないよう、仕切りを設ける等の措置（感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混在する
場合で、それ以外の物が混入するおそれのない場合を除く）
○廃油、ＰＣＢ汚染物又はＰＣＢ処理物：揮発・高温防止措置（容器に入れて密封する等）
○廃酸又は廃アルカリ：腐食防止措置（容器に入れて密封する等）
○ＰＣＢ汚染物であって環境大臣が定めるもの※：形状を変更しないこと
○ＰＣＢ汚染物又はＰＣＢ処理物：腐食防止措置（容器に入れて密封する等）
○廃水銀等：飛散・流出・揮発・高温・腐食防止措置（容器に入れて密封する等）
○廃石綿等：飛散防止措置（梱包する等）
○腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物：腐敗防止措置（容器に入れて密封する等）

※以下、特に断りがないものは、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の両方に共通する基準です。

※平成27年11月24日環境省告示第135号

　処理基準等

   産業廃棄物保管場所

１　産業廃棄物の種類

　　木くず

２　管理者名（名称）

　　○○○㈱　△△課

３　連絡先

　　０１２-３４５-６７８９

　　○○市○○町△△番地

４　保管の高さ ( 最高 )

　　○○ｍ

（掲示板の表示例）

注�）特別管理産業廃棄物を保管する場合は「産
業廃棄物」の部分を「特別管理産業廃棄物」
とすること

　廃棄物の発生から処分まで、各段階でそれぞれ処理基準が定められています。この基準を遵守し、適正

な処理を行いましょう。（排出事業者のほか処理業者にも適用されます。）（法第12条、第12条の2）
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　屋外で容器に入れずに保管する場合、次の高さを超えて積み上げることはできません。
　使用済自動車の保管基準（⑶、⑷）については、規則第１条の６第３号及び第４号による。

保管の高さ制限

保管基準の違反例

A1

a

A22

1
B2

B1
1

①
②

2

b

C1 C2

⑴　廃棄物が囲いに接しない場合
　　囲いの下端から勾配50％（約26．5度）

⑶　使用済自動車等を保管する場合
　・囲いの内側３ｍは、高さ３ｍ以下
　・３ｍ以上内側は、高さ4．5ｍ以下

⑵　廃棄物が囲いに接する場合
　・囲いの内側２ｍは、囲いの高さより50cm以下
　・２ｍ以上内側は、２ｍ線から勾配50％以下

⑷　格納施設を利用して使用済自動車等を保管する場合
　　落下による危害のおそれのない高さ

下の図の斜線部分が違反
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（２）収集運搬の基準（令第６条第１項第１号、令第６条の５第１項第１号）
〇廃棄物が飛散、流出しないようにすること。

○悪臭、騒音、振動によって生活環境保全上支障が生じないようにすること。

○収集又は運搬のための施設を設置する場合は、生活環境保全上支障が生じないようにすること。

○運搬車、運搬容器等は、廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭が生じないものであること。

①産業廃棄物収集運搬車に係る表示
　�　運搬車を用いて運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、次の事項を車体の両側面に

見やすいように表示すること。

【許可業者の場合】

　・�産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車で
ある旨

　・許可業者の氏名又は名称
　・統一許可番号（下６桁）

【自己運搬の場合】

　・�産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車で

ある旨

　・事業者の氏名又は名称

②産業廃棄物収集運搬車に係る書面備え付け
　�　運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、当該運搬車に以下の書面を備え付けること。

縦横

縦横

縦横

縦横

縦横

縦横

【許可業者の場合】

　・産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し

　・産業廃棄物管理票（マニフェスト）

【自己運搬の場合】

　次の事項を記載した書面

　・氏名又は名称及び住所

　・運搬する産業廃棄物の種類及び量

　・�産業廃棄物の積載日並びに積載した事業場

の名称、所在地及び連絡先

　・運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先�

電子マニフェストを使用している場合は、マニ

フェストに代えて電子マニフェスト使用証及び

必要事項が記載された書類等を携帯すること。
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③積替えを行う場合
　　○�周囲に囲いが設けられ、積替え場所であることが表示されて

いること。

　　○�積替えの場所から廃棄物の飛散、流出及び地下浸透並びに悪

臭が生じないようにすること。

　　○�ねずみが生息したり、蚊・はえその他の害虫が発生しないよ

うにすること。

④保管を行う場合
　○�保管は、次の基準に適合する積替えを行う場合を除き、行わな

いこと。

　　・�あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められているこ

と。

　　・�搬入された産業廃棄物の量が積替え場所において適切に保管

できる量を超えないこと。

　　・�搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出す

ること。

　○�周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に積替えのための保管の場所であること等を表示した掲示

板を設置した場所で行うこと。（右図参照）

　○�保管する産業廃棄物の数量が１日当たりの平均的な搬出量の７日分を超えないこと。ただし、次の場合

を除く。

　　・�船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であって、船舶の積載量が積替えの保管上限を上回るとき

　　・使用済自動車等を保管する場合

　○その他の基準は、（１）保管基準（P９、10参照）に準ずること。

⑤特別管理産業廃棄物の収集運搬を行う場合
　○人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。

　○�他の物と混合しないよう仕切りを設けるなど区分すること。（感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが

混在する場合で、それ以外の物が混入するおそれのない場合を除く。）

　○�その性状に応じて、容器に入れて密封するなど必要な措置を講ずること。

　○�収集運搬の際には、特別管理産業廃棄物の種類、取扱いに関する注意事項を記載した文書を携帯するこ

と。（運搬容器に表示されている場合を除く。）

　○�積替え又は保管を行う場合、揮発防止の措置、高温にさらされないための措置、腐食防止及び腐敗防止

等の措置を講ずること。

　○�感染性産業廃棄物、廃ＰＣＢ等、ＰＣＢ汚染物、ＰＣＢ処理物又は廃水銀等の場合は、必ず運搬容器

（密閉できること、収納しやすいこと、損傷しにくいこと）に収納すること。

   産業廃棄物積替え保管場所
１　産業廃棄物の種類
　　木くず
２　管理者名（名称）
　　○○○㈱　△△課
３　連絡先
　　012-345-6789
　　○○市○○町△△番地
４　保管の高さ（最高）
　　○○ｍ
５　保管できる量（最大）
　　○○ｔ

（掲示板の表示例）

注�）特別管理産業廃棄物の場合は「産業廃棄物」
の部分を「特別管理産業廃棄物」とすること
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（３）中間処理の基準
①中間処理又は再生の基準（令第６条第１項第２号）
　○廃棄物が飛散、流出しないようにすること。
　○�悪臭、騒音、振動によって生活環境保全上支障が生じないようにす
ること。

　○�処理施設を設置する場合は、生活環境保全上支障が生じないように
すること。

　○�廃棄物を焼却するときは、環境省令に定める構造を有する焼却設備
を用いて焼却すること。

　（P68参照。野焼きは禁止されています。）
　○�廃棄物を熱分解するときは、環境省令に定める構造を有する熱分解
設備を用いて行うこと。

　○保管を行う場合には、次によること。
　　▲�周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に保管場所であるこ

と等を表示した掲示板を設置した場所で行うこと。（右図参照）
　　▲�廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行うためにや

むを得ないと認められる期間を超えて保管してはならないこと。
　　▲�保管する産業廃棄物の数量が、当該廃棄物の処理施設の

※１処理能
力の14日分（基本数量）を超えないこと。（令第６条第１項第２号
ロ(3))

　　　（※１ 熱回収施設の場合の数量は21日分：令第７条の３第１号ロ(2)）

　　▲�その他の基準は（１）保管基準（P９、10参照）に準ずること。
　○�石綿含有産業廃棄物の処分又は再生を行う場合は、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれを
なくする方法により行うこと。

　○水銀使用製品産業廃棄物の処分又は再生を行う場合は次によること。
　・水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。
　・�水銀回収の必要となる水銀使用製品産業廃棄物については、ばい焼設備によるばい焼、又は水銀の大気
飛散防止措置をとった上で、水銀を分離する方法により、水銀を回収すること。

　○�特別管理産業廃棄物の場合は、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくするように次の
方法により行うこと。

廃 油
・焼却設備を用いて十分に焼却する方法
・�蒸留設備等を用いて再生し、再生に伴い生ずる廃棄物を特別管理産業廃棄物で
なくする方法（引火点70℃以上）

廃 酸
廃 ア ル カ リ

・中和設備を用いて十分に中和する方法
・焼却設備を用いて十分に焼却する方法
・�イオン交換設備等を用いて再生し、再生に伴い生ずる廃棄物を特別管理産業廃
棄物でなくする方法。（pH2．0を超えpH12．5未満）

廃 石 綿 等 ・溶融設備を用いて十分に溶融する方法

感染性産業廃棄物

・焼却設備を用いて十分に焼却する方法（梱包された状態で投入すること）
・溶融設備を用いて十分に溶融する方法
・滅菌設備を用いて滅菌する方法（事前に破砕し、時間や温度を調節すること）
・�消毒する方法（事前に破砕し、薬剤の濃度・量及び加熱時間・温度を調節すること）
※直接従事する職員が感染症にり患しないよう、衛生的に安全に作業を行うこと。

   産業廃棄物保管場所
１　産業廃棄物の種類
　　がれき類
２　管理者名（名称）
　　○○○㈱　△△課
３　連絡先
　　012-345-6789
　　○○市○○町△△番地
４　保管の高さ（最高）
　　○○ｍ
５　保管できる量（最大）
　　○○ｔ

（掲示板の表示例）

注�）特別管理産業廃棄物の場合は「産業廃棄物」
の部分を「特別管理産業廃棄物」とすること

＜保管できる量（保管上限）の例外等＞
・船舶の積載量が基本数量を超える場合 →積載量＋処理能力の７日分

・定期点検等の期間中に保管する場合 →処理能力×点検等の日数＋処理能力の※２７日分
（※２ 熱回収施設の場合は14日分）
（いずれも点検終了後60日以内に基本数量に復帰）

・�建設業に係る産業廃棄物（木くず、コンクリート
の破片、アスファルトの破片で、分別されたも
の）の再生処理施設において、再生のために保管
する場合

→�木くず、コンクリートの破片は処理能力の28日
分、アスファルトの破片は処理能力の70日分

・�豪雪地帯指定区域内にある廃タイヤの処理施設に
おいて、11～３月の間廃タイヤを保管する場合

→処理能力の60日分

・使用済自動車等を保管する場合 →P10の保管の高さ制限を超えない数量

・�認定を受けた熱回収施設において、熱回収のため
に保管する場合

→処理能力の21日分

・�優良産業廃棄物処分業者の廃プラスチック類の処
理施設において、廃プラスチック類を処分又は再
生のために保管する場合

→処理能力の28日分
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②構造の基準（産業廃棄物処理施設共通基準）（規第１２条）
　○自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
　○�産業廃棄物、産業廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス及び排水、施設において使用する薬剤等による腐食
を防止するために必要な措置が講じられていること。

　○�産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設
備が設けられていること。

　○著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
　○�施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な
排水処理設備が設けられていること。

　○�産業廃棄物の受入設備及び処理された産業廃棄物の貯留設備は、施設の処理能力に応じ、十分な容量を
有するものであること。

③維持管理の基準（産業廃棄物処理施設共通基準）（規第１２条の６）
　○�受け入れる産業廃棄物の種類及び量が当該施設の処理能力に見合った適正なものとなるよう、受け入れ
る際に、必要な当該産業廃棄物の性状の分析又は計量を行うこと。

　○施設への産業廃棄物の投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。
　○�産業廃棄物が施設から流出する等の異常な事態が生じたときは、直ちに施設の運転を停止し、流出した
産業廃棄物の回収その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。

　○施設の正常な機能を維持するため、定期的に施設の点検及び機能検査を行うこと。
　○産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
　○蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
　○著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
　○�施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするとともに、定
期的に放流水の水質検査を行うこと。

　○施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、３年間保存すること。
※�各産業廃棄物処理施設の個別基準については、廃棄物処理法施行規則第12条の２及び第12条の７の定めに
従ってください。（P41～43参照）
※産業廃棄物処理施設以外の施設を用いて廃棄物を処理する場合は、以上の基準を参考にしてください。

（４）最終処分（埋立処分）の基準
①最終処分場の種類
�

※この他に、有害な燃え殻等、特別管理産業廃棄物等を埋立処分する「遮断型処分場」があります。

②最終処分場の構造・維持管理の基準
　最終処分場の構造・維持管理基準については、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係
る技術上の基準を定める省令」（最終処分基準省令）のほか、「青森県産業廃棄物最終処分場の構造に係る指
針」及び「青森県産業廃棄物最終処分場の維持管理に係る指針」に従ってください。

液処理施設や遮水工が設けられています。
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③埋立処分の基準（令第６条第１項第３号）
（共通基準）
　○廃棄物が飛散、流出しないようにすること。
　○悪臭、騒音、振動によって生活環境の保全上支障が生じないようにすること。
　○周囲に囲いが設けられ、処分場所であることの表示がされている場所で行うこと。
　○ねずみが生息しないように、また、蚊・はえその他の害虫が発生しないようにすること。
　○施設を設置する場合は、生活環境の保全上支障が生じないようにすること。
　○�埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な設備の設置（遮水工、
保有水等集排水設備、浸出液処理設備（導水管に防凍対策を行ったもの）、開渠等）及び措置（放流水等
の水質の維持、周縁地下水の水質確認等）を講ずること。（ただし、公共の水域及び地下水の汚染を防止
するために必要な措置を講じた産業廃棄物のみの埋立処分を除く。）

　○埋立処分を終了する場合は、生活環境の保全上支障が生じないよう土砂で覆うこと。

（産業廃棄物の種類別の埋立処分の基準）

種 類 基 準 処分するときの処分場の種類

燃 え 殻
ば い じ ん

大気中に飛散しないように水分を添加し、固型化し、梱包する等必要な措置を講ずること。
運搬車に付着したものが飛散しないように、洗浄する等必要な措置を講ずること。埋立地の
外に飛散し、流出しないように、表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。

管理型処分場

汚 泥 焼却設備を用いて焼却するか、熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。又は含水率85％以
下にすること。 管理型処分場

廃 油
（タールピッチ類を除く。） 焼却設備を用いて焼却するか、熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。 管理型処分場

廃酸、廃アルカリ 埋立処分禁止 　　

廃プラスチック類
（石綿含有産業廃棄物及び水銀
使用製品産業廃棄物を除く。）

中空の状態でないように、かつ、最大径おおむね15㎝以下に破砕、切断すること。又は溶融
設備を用いて溶融加工すること。（焼却設備を用いて焼却すること、又は熱分解設備を用い
て熱分解を行うこと。）

安定型処分場
（管理型処分場）

紙くず、木くず、
繊 維 く ず 管理型処分場

ゴ ム く ず 最大径おおむね15㎝以下に破砕し、若しくは切断すること。（又は焼却設備を用いて焼却す
ること、若しくは熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。）

安定型処分場
（管理型処分場）

金 属 く ず
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
が れ き 類

安定型処分場
（管理型処分場）

鉱 さ い 管理型処分場

〔 腐　 敗　 物 〕
有 機 性 汚 泥
動 植 物 性 残 さ
動物系固形不要物
家 畜 ふ ん 尿
家 畜 の 死 体

埋め立てる産業廃棄物の一層の厚さは、おおむね３ｍ（40％以上が腐敗物であるものはお
おむね50㎝）以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね50㎝覆うこと。
（小規模埋立処分場を除く。）
（熱しゃく減量15％以下に焼却したもの及びコンクリート固型化したものを除く。）

管理型処分場

石綿含有産業廃棄物
・一定の場所において、分散しないように行うこと。
・表面を土砂で覆う等、飛散又は流出しないよう必要な措置を講ずること。
（溶融設備を用いて十分に溶融すること。）

管理型処分場
安定型処分場

（許可施設に限る）

廃 石 綿 等

・�大気中に飛散しないように、固型化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じ
たのち、耐水性の材料で二重に梱包すること。
・�最終処分場のうち一定の場所において、廃石綿等が分散しないように行うこと。
・�埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ず
ること。

管理型処分場
（許可施設に限る）

注）１�　感染性産業廃棄物をはじめとする、特別管理産業廃棄物は、中間処理等をしなければ、管理型処分場
に埋立できません。

　　２�　燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さいについては、P16の判定基準に適合しなければ、管理型処分場に埋
立できません。

　　　（中間処理した場合、有害金属等が溶出しないように処理しなければなりません。）



― 16 ―

（管理型最終処分場への埋立処分に係る判定基準）

物　　質　　名

燃 え 殻
ば い じ ん
鉱 さ い
(mg/L以下)

汚 泥
(mg/L以下) 物　　質　　名

燃 え 殻
ば い じ ん
鉱 さ い
(mg/L以下)

汚 泥
(mg/L以下)

アルキル水銀化合物 不検出 不検出 1,2-ジクロロエタン ― 0.04

水銀又はその化合物 0.005 0.005 1,1-ジクロロエチレン ― 1　　　

カドミウム又はその化合物 0.09　 0.09　 シス-1,2-ジクロロエチレン ― 0.4　

鉛又はその化合物 0.3　　 0.3　　 1,1,1-トリクロロエタン ― 3　　　

有機燐化合物 ― 1　　　　 1,1,2-トリクロロエタン ― 0.06

六価クロム化合物 1.5　　 1.5　　 1,3-ジクロロプロペン ― 0.02

砒素又はその化合物 0.3　　 0.3　　 チウラム ― 0.06

シアン化合物 ― 1　　　　 シマジン ― 0.03

ポリ塩化ビフェニル（PCB） ― 0.003 チオベンカルブ ― 0.2　

トリクロロエチレン ― 0.1　　 ベンゼン ― 0.1　

テトラクロロエチレン ― 0.1　　 セレン又はその化合物 0.3 0.3　

ジクロロメタン ― 0.2　　 1,4-ジオキサン 　0.5※ 0.5　

四塩化炭素 ― 0.02　 ダイオキシン類 3ng-TEQ/g※ 3ng-TEQ/g

※　鉱さいを除く。

金属等を含む廃棄物の固型化等に関する基準（昭和５２年３月１４日環境庁告示第５号）

基準
処分 共通基準 結合材の配合量  �体　積（㎤） � 

表面積（㎠）
　最大寸法　� 
最小寸法 最小寸法 一軸圧縮強度

埋立処分
○�　結合材は水硬性セ
メントとする

固型化物１㎥に対し
150㎏以上

１以上 ２以下 ５㎝以上
0.98MPa
以上

（安定型産業廃棄物の埋立処分に当たっての留意事項）
○�安定型産業廃棄物（「廃プラスチック類」、「ゴムくず」、「金属くず」、「ガラスくず、コンクリートくず及び
陶磁器くず」、「がれき類」の５品目）であって、次に掲げるもの以外の産業廃棄物のみ、安定型最終処分場
への埋立処分が可能であること。
　・自動車等破砕物（自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部）
　　　→「廃プラスチック類」、「金属くず」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」からの除外
　・廃プリント配線板（鉛を含むはんだが使用されているものに限る。）
　　　→「廃プラスチック類」、「金属くず」からの除外
　・廃ブラウン管（側面部に限る。）�→�ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずからの除外
　・鉛蓄電池の電極�→�金属くずからの除外
　・鉛製の管又は板�→�金属くずからの除外
　・廃石膏ボード�→�ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずからの除外
　・�廃容器包装（有害物質又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、処
分までの間にこれらの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く。）

　　　→「廃プラスチック類」、「金属くず」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」からの除外
　・水銀使用製品産業廃棄物
　　　→「廃プラスチック類」、「金属くず」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」からの除外
○�安定型産業廃棄物に安定型以外の廃棄物が混入し、又は付着するおそれのないように必要な措置を講ずる
こと（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた安定型産業廃棄物の場合は、分別、選別等による混入、
付着防止措置）。
○�埋立地からの浸透水の水質が、最終処分基準省令別表第二の上欄の項目ごとに同表下欄の基準に適合して、
かつ、生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）が20㎎ /L以下又は化学的酸素要求量（ＣＯＤ）が40㎎ /L以下であ
ることを確認すること。
　・最終処分基準省令別表第二に掲げる項目の検査頻度　　　　　　　　　　　　　年１回以上
　・ＢＯＤ又はＣＯＤの検査頻度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月１回以上
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（５）産業廃棄物の取扱い上の注意

　　①　保管容器と廃棄物の組合せ例　 ②　腐食性の廃酸、廃アルカリ

　１）腐食

　　�　運搬その他で容器に衝撃、振動が加わる場

合、腐食により強度が低下した部分が破損す

る。運搬途中でこれが起こると漏洩によりその

地域社会に不安感を与え、場合によっては環境

に甚大な被害を起こす結果となる。腐食被害は

容器のみならず、人の皮膚においても起こる。

　２）廃酸、廃アルカリ漏出による事故

　　�　強酸性、あるいは強アルカリ性の薬品を皮膚

に直接接触させたり、蒸気を吸った場合の人体

への影響は、条件の違いにより様々である。事

故の多くは、運搬中や保管・貯蔵の容器の腐食

により発生している。

容器の種類

廃　棄　物

市 販 容 器 廃棄物専用容器

ド ラ ム 缶 プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器

石

油

缶

フ
レ
キ
シ
ブ
ル
・
コ
ン
テ
ナ

傾
倒
方
式
用
コ
ン
テ
ナ

吊
り
下
げ
方
式
用
コ
ン
テ
ナ

大

型

コ

ン

テ

ナ

感
染
性
廃
棄
物
容
器

普　通　缶 複
合
缶
（
ケ
ミ
缶
）

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ド
ラ
ム

フ

タ

付

き

オ
ー
プ
ン
ド
ラ
ム

ク
ロ
ー
ズ
缶

燃 え 殻 〇 〇 〇

汚 泥 〇 〇 〇

廃 油 〇 〇 〇

廃 酸 〇 〇 〇

廃 ア ル カ リ 〇 〇 〇

廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 〇 〇 〇 〇 〇

動 植 物 性 残 さ 〇 〇 〇 〇

ゴ ム く ず 〇 〇 〇 〇 〇

金 属 く ず 〇 〇

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 〇 〇 〇 〇 〇

鉱 さ い 〇 〇

ダ ス ト 類 〇 〇 〇
感 染 性 廃 棄 物 〇

　３）重金属の溶出増加
　　�　難溶性態の重金属化合物も濃度の高い廃酸、�廃アルカリとの接触により可溶性の化合物に変わるもの

もある。また、�一般的に重金属類の溶出値はpHが低いほど増加し、�また、pHが高くなりすぎると、溶出
値が増大する。�

③　有毒ガスの発生事故
　　有毒ガスが発生する原因は、次の１）から２）のような場合に多い。�
　１）化学物質が水以外のものと反応して有毒ガスが出る場合
　　�　Ｈ2Ｓ（硫化水素）、�ＨＣＮ（シアン化水素）、�Ｃｌ2（塩素）、�ＮＯ2（二酸化窒素）などは、�化学物質�

同士の反応によって発生する。�これまでに起こった事故事例のうち、�原因化学物質を含む廃棄物は、�両
方とも液状（廃酸、�廃アルカリ、�又これと汚泥の混合物）であるか、�その一方が液状である。�特に一定
の濃度以上の廃酸、�廃アルカリを他の廃棄物に不用意に混合すると、�爆発又は有毒ガスが発生し、�思わ
ぬ被害を起こすことがある。�

　　　廃酸を以下のア～カの廃棄物と混合すると、次のような危険が想定される。�
　　ア�　硫化物を含む廃油アルカリ（農薬、�医薬品、�石油精製、�ナフサ分解の工場から出るガス洗浄廃液、��

一部メッキ廃液）→硫化水素ガスが発生し、�中毒、�死亡を誘発。�
　　イ　シアン廃液→シアン化水素ガスが発生し、�中毒、�死亡を誘発。�
　　ウ　金属粉（金属製品加工業等）→�水素ガスが発生し、�爆発を誘発し、�これがタンクローリー内で起こ

るとローリーのタンクが破裂する。�
　　エ　廃酸（廃硫酸と廃硝酸、�いずれも金属洗いで発生）→�酸化窒素ガスが発生、�刺激性と着色ガスのた

め、�周辺に与える影響大。�
　　オ　苛性ソーダ廃液→�廃液成分が薬品工場等のアンモニウム塩廃液の場合は刺激性の強いアンモニアガ

スが発生する。�
　　カ�　次の廃棄物に混入すると発熱の結果、�発火、�火災、�爆発、�有毒ガス発生等状況に応じて種々の異な�

る現象が起こる可能性が強い。

◦アミン含有廃油…廃溶剤、蒸留残渣、タンクボトム等
◦カーバメート含有ダスト、ろ過残渣（汚泥）…農薬、化学肥料製造業者から排出され、主体は廃農薬
◦ジチオカーバメート含有粉じん…主として農薬製造工場より排出される。
◦無機フッ化物を含む汚泥…�種類は廃触媒と水処理汚泥で、プラスチック、化学繊維製造又は化学肥料工場等から排出され

る。
◦イソシアネート廃油…ウレタン製造の廃棄物として排出される。
◦有機硫黄化合物含有油泥…塗料製造、石油精製工場などより排出される。
◦有機塩素化合物含有油泥、廃溶剤…�合成染料、有機顔料、塩素化炭化水素の製造工場等よりろ過残渣、蒸留残渣、廃溶剤

の形で排出される。
◦有機燐含有粉じん…農薬製造から主として排出。捕集粉じん、有効期限切れの返却農薬などが構成成分である。
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　２）化学物質が水と反応して有毒ガスを出す場合
　　�　事故例としてはＡlＣl3（塩化アルミニウム）、ＴiＣl3（三塩化チタン）等の禁水性物質、硫酸ピッチ
が原因物質として挙げられ、それぞれＨＣｌ（塩化水素）、ＳＯ2（二酸化硫黄）ガス等が発生する。

　３）対策
　　�　有毒ガス発生事故の原因となる廃棄物は、廃酸、廃アルカリが主で、時に汚泥もその原因となる。実
質的には被害を与える程度のガス発生速度を有するものは、必ず液体が介在していることが必須条件で
ある。従って、液体を処理する時は、製品安全データシート等により必ずその成分が分かっていなけれ
ばならない。また、反応性の化学廃棄物を保管、収集運搬、貯留する時は、以下の点に気を付ける。

　　ア　異種の廃棄物を混合しない。
　　イ�　ある種の相互作用性化学廃棄物に使用した器具で、別の種の相互作用性化学廃棄物を扱う時には、

その前に器具を洗浄する。
　　ウ　必要により防護マスクを着用する。

④　爆発、火災の事故
　１）廃棄物が爆発、火災の原因となるのは以下のような場合である。
　　〇可燃物が揮発気化して爆発混合ガスを作り、着火源の存在により着火爆発を起こす。
　　〇�異種の化学物質が反応し、その反応熱が着火源となって当該物質が燃える、又は周辺の可燃物に着火

する。
　　〇�化学物質の相互作用によりガスが発生し、密閉容器内の内圧が上昇し容器が破裂する。
　　〇�化学物質が相互に反応し、ガスと熱を発生し、急速にその体積が膨張し爆発する。化学反応による発

火は、固形又はスラッジ状可燃物と、主としてスラッジ状酸化性物質が、混合保管、あるいは混合貯
留された時に起こっている。

　　�　�　爆発は、急激なガス発生によるものであるから、同じ物質の反応でも、密閉容器の場合は被害が大
きくなる。原因廃棄物は、液状物、つまり廃酸、廃アルカリ、廃油に限られている。また、振動などに
よって反応が促進されるので、液状物をタンクローリーで運搬中が最も危険である。

　２�）対策

⑤　混合すると爆発の危険性がある物質の組合せ（Ａ＋Ｂ）例

◦�爆発性の物、引火性の物、発火性の物については、火気その他、点火源となるおそれのあるものに接触あるいは接近させ
たり加熱しないこと。
◦�根本的には当該化学反応物質の混合をしないようにする。

物 質 Ａ 物 質 Ｂ
アルカリ金属、粉末にした
アルミニウム又はマグネシ
ウム、その他

四塩化炭素、その他の塩化炭素、二硫化炭素及びハロゲン、二酸化炭素、水

銅 アセチレン、過酸化水素
銀 アセチレン、シュウ酸、酒石酸、雷酸、アンモニウム化合物
水銀 アセチレン、シュウ酸、雷酸、アンモニア

塩素 アンモニア、アセチレン、ブタジエン、ブタン、メタン、プロパン、他の石油ガス、水素、ナトリウム、カーバ�
イト、テレビン油、ベンゼン、微粉砕した金属

臭素 塩素と同じ
ヨウ素 アセチレン、アンモニア（溶液あるいは無水）、水素
フッ素 全ての化合物に対して反応性は著しく大である
二酸化塩素 アンモニア、メタン、ホスフィン、硫化水素
過塩素酸 無水酢酸、ビスマス及びその合金、アルコール、紙、木材
過マンガン酸カリウム エタノールあるいはメタノール、氷酢酸、無水酢酸、ベンズアルデヒド、二硫化炭素、グリセリン、エチレング�

リコール、酢酸エチル、酢酸メチル、フルフラル

過酸化水素 銅、クロム、鉄、金属あるいはそれらの塩、アルコール、アセトン、有機物、アニリン、可燃材料、引火性液体、
ニトロメタン

アンモニア（無水） 水銀、塩素、次亜塩素酸カルシウム、ヨウ素、臭素、無水フッ化水素酸、銀化合物
クロム酸 酢酸、ナフタリン、カンファ、グリセリン、テレビン油、アルコール類、酸化性物質
無水フッ化水素酸 アンモニア（含水、あるいは無水）
硝酸（濃） 酢酸、アニリン、クロム酸、シアン酸、硫化水素、引火性液体、引火性ガス
硫酸 塩素酸カリウム、過塩素酸カリウム、過マンガン酸カリウム、ナトリウム・リチウム等の軽金属過マンガン酸塩
炭化水素（ブタン、プロパ
ン、ベンゼン、ガソリン、
テレビン油等）

フッ素、臭素、クロム酸、過酸化ナトリウム

アセチレン 塩素、臭素、銅、フッ素、銀、水銀
アニリン 硝酸、過酸化水素
シュウ酸 銀、水銀
クメンヒドロパーオキシド 酸類（有機あるいは無機）
引火性液体 硝酸アンモニウム、クロム酸、過酸化水素、硝酸、過酸化ナトリウム、ハロゲン




